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１  監 査 を 実 施 し た 監 査 委 員 名  

  下    隆  明  

  髙  田  幸  男  

  助  川  忠  弘  

  中  島    俊  

 

２  監 査 の 種 類  

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ９ ９ 条 第 ４ 項 の 規

定 に よ る 定 期 監 査 及 び 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 事 務 の 執 行 に 係 る

行 政 監 査  

 

３  監 査 の 概 要  

 (1) 監 査 の 期 間  

   平 成 ２ ８ 年 ９ 月 ９ 日 か ら 平 成 ２ ８ 年 １ １ 月 ２ ８ 日 ま で  

 (2) 監 査 の 対 象 と し た 部 及 び 課 等  

ア  地 域 づ く り 推 進 部    協 働 推 進 課  

               協 働 推 進 課 男 女 共 同 参 画 室  

               地 域 支 援 課  

               地 域 支 援 課 近 隣 セ ン タ ー  

               秘 書 課  

               広 報 広 聴 課  

イ  保 健 所         総 務 企 画 課  

               保 健 予 防 課  

               生 活 衛 生 課  

               生 活 衛 生 課 動 物 愛 護 ふ れ あ い セ ン  

               タ ー  

               地 域 健 康 づ く り 課  

               成 人 健 診 課  

               衛 生 検 査 課  

ウ  環 境 部            環 境 政 策 課  

                  廃 棄 物 政 策 課  

                  環 境 サ ー ビ ス 課  

                  北 部 ク リ ー ン セ ン タ ー  
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                  南 部 ク リ ー ン セ ン タ ー  

                  産 業 廃 棄 物 対 策 課  

エ  経 済 産 業 部       商 工 振 興 課  

  農 政 課  

  公 設 市 場  

  オ  都 市 部         都 市 計 画 課  

               北 部 整 備 課  

               建 築 指 導 課  

               開 発 事 業 調 整 課  

               宅 地 課  

               住 宅 政 策 課  

               公 園 緑 政 課  

               公 園 管 理 課  

               市 街 地 整 備 課  

               北 柏 駅 北 口 土 地 区 画 整 理 事 務 所  

               中 心 市 街 地 整 備 課  

  カ  会 計 課  

  キ  議 会 事 務 局       庶 務 課  

               議 事 課  

  ク  選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局  

  ケ  監 査 事 務 局  

  コ  農 業 委 員 会 事 務 局  

(3) 監 査 の 方 法  

  平 成 ２ ８ 年 度 分 で 平 成 ２ ８ 年 ８ 月 ３ １ 日 ま で に 執 行 さ れ た 事  

 務 事 業 （ 必 要 と 認 め た 部 分 に つ い て は 平 成 ２ ７ 年 度 以 前 分 を 含  

 む 。 ） が 適 正 か つ 効 率 的 に 行 わ れ て い る か を 主 眼 と し て ， 関 係  

 各 課 か ら 資 料 の 提 出 を 求 め る と と も に ， 監 査 事 務 局 に よ る 事 前  

 調 査 と 関 係 職 員 か ら 事 情 を 聴 取 し て 実 施 し た 。  

な お ， 監 査 の 実 施 に 当 た っ て は ， 特 に 次 の 点 に 意 を 払 う こ と

と し た 。  

 ア  市 が 行 う 相 談 業 務 の 実 施 状 況 と 効 果 に つ い て  

   市 が 実 施 す る 各 種 の 相 談 業 務 は ， 市 民 の 要 望 に 即 し た も の  

  に な っ て い る か ， 所 期 の 目 的 が 達 成 さ れ て い る か ， 効 果 的 ，  
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  効 率 的 に 行 わ れ て い る か ， プ ラ イ バ シ ー の 保 護 に つ い て は ど  

  う か ， 市 民 に 分 か り や す い 周 知 が 行 わ れ て い る か な ど に つ い  

  て 検 証 す る 。  

  イ  行 政 財 産 の 目 的 外 使 用 許 可 等 に つ い て  

    行 政 財 産 の 目 的 外 使 用 許 可 及 び 貸 付 け の 状 況 を 明 ら か に す  

   る と と も に ， 目 的 外 使 用 許 可 等 の 手 続 き ， 使 用 料 等 の 算 定 ，  

   徴 収 ， 減 免 等 の 事 務 が 条 例 ， 規 則 等 に 基 づ き 適 正 に 処 理 さ れ  

   て い る か ， ま た ， 未 利 用 財 産 の 有 効 活 用 が 促 進 さ れ て い る か  

   な ど に つ い て 調 査 ， 検 証 す る 。  

 

４  監 査 の 結 果  

  監 査 の 結 果 ， と く に 次 の 事 項 に つ い て は ，「 監 査 の 結 果 等 の 取

扱 い 要 領 」 に 定 め る 指 摘 事 項 に 該 当 す る も の と 判 断 し た 。  

 

 【 指 摘 事 項 】  

 

 (1) 地 域 づ く り 推 進 部 地 域 支 援 課 豊 四 季 台 近 隣 セ ン タ ー  

  行 政 財 産 使 用 許 可 に 係 る 光 熱 水 費 負 担 の 請 求 誤 り に つ い て  

   本 件 は ， 公 共 施 設 内 に 設 置 す る 飲 料 水 等 の 自 動 販 売 機 設 置 に  

  係 る 電 気 料 の 過 大 請 求 に 関 す る 事 案 で あ る 。  

   行 政 財 産 は ， 地 方 自 治 法 第 ２ ３ ８ 条 の ４ 第 ７ 項 で ， そ の 用 途  

  又 は 目 的 を 妨 げ な い 限 度 に お い て ， そ の 使 用 を 許 可 す る こ と が  

  で き る と 規 定 さ れ て い る こ と か ら ， 市 で は 財 務 規 則 及 び 行 政 財  

  産 使 用 料 条 例 等 に 基 づ き ， 行 政 財 産 の 使 用 を 許 可 し て い る 。  

   豊 四 季 台 近 隣 セ ン タ ー で は ， 同 施 設 内 に 自 動 販 売 機 を 設 置 す  

  る 目 的 で の 使 用 を 許 可 し ， 使 用 者 は 市 が 発 行 す る 納 入 通 知 書 に  

  よ り 行 政 財 産 使 用 料 及 び 自 動 販 売 機 設 置 に 係 る 電 気 料 を 納 入 し  

  て い る 。 う ち ， 電 気 料 の 算 定 は ， 行 政 財 産 使 用 許 可 取 扱 基 準 に  

  お い て ， 電 気 料 単 価 （ 消 費 税 込 ） に 個 別 メ ー タ ー の 月 間 消 費 電  

  力 量 を 乗 じ て 月 額 電 気 料 を 算 出 す る こ と と 定 め て い る 。  

   今 回 ， 電 気 料 算 定 に 係 る 関 係 書 類 を 調 査 し た と こ ろ ， 電 気 料  

  単 価 （ 消 費 税 込 ） に 対 し て ， 事 務 担 当 者 の 誤 認 に よ り さ ら に 消  

  費 税 を 乗 じ た 金 額 を 使 用 者 に 請 求 し ， 電 気 料 を 多 く 納 め さ せ て  
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  い た こ と が 判 明 し た 。  

   こ れ は 自 動 販 売 機 を 設 置 し た 平 成 ２ ４ 年 度 か ら 今 日 に 至 る ま  

  で ， 当 初 の 事 務 担 当 者 が 誤 っ て 作 成 し た 電 気 料 の 算 定 式 を 確 認  

  す る こ と な く 使 用 し 続 け た こ と に よ る も の で あ る 。  

   こ れ に よ り ， 使 用 者 が こ れ ま で 過 大 に 納 入 し た 電 気 料 に つ い  

  て は 還 付 等 の 対 応 を 含 め た 適 正 な 手 続 き を 進 め ら れ た い 。  

   ま た ， 今 後 ， 歳 入 の 収 入 に 当 た っ て は ， 関 係 条 例 や 基 準 等 に  

  基 づ い た 適 正 な 事 務 処 理 と な る よ う 徹 底 さ れ た い 。  

 

 (2) 地 域 づ く り 推 進 部 地 域 支 援 課 酒 井 根 近 隣 セ ン タ ー  

  不 適 切 な 契 約 の 履 行 に つ い て  

   本 件 は ， 公 共 施 設 用 地 の 賃 貸 借 契 約 に お い て ， 債 権 者 の 健 康  

  等 の 事 情 か ら 市 が 当 該 債 権 者 に 代 わ っ て 土 地 使 用 料 の 請 求 手 続  

  き を 行 っ た 事 案 で あ る 。  

   酒 井 根 近 隣 セ ン タ ー で は ， 駐 車 場 用 地 と し て ， 平 成 ２ ８ 年 ４  

  月 １ 日 か ら 平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 期 間 で 土 地 賃 貸 借 契 約  

  を 締 結 し ， 賃 借 料 の 請 求 に つ い て は ， 本 件 契 約 書 第 ４ 条 第 ２ 項  

  で 「 賃 借 料 の 請 求 は ， 当 該 年 度 に 債 権 者 が 市 に 本 件 土 地 の 使 用  

  を さ せ た こ と の 市 に よ る 確 認 の 終 了 後 ， 当 該 年 度 分 の 賃 借 料 の  

  請 求 書 を 市 に 提 出 す る こ と に よ り 行 う も の 」 と さ れ て い る 。  

   本 監 査 に お い て 支 出 に 関 す る 関 係 書 類 を 確 認 し た と こ ろ ， 本  

  来 ， 平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 以 降 に 市 に よ る 確 認 の 終 了 後 に 提 出  

  さ れ る べ き 請 求 書 の コ ピ ー が 当 セ ン タ ー に 保 管 さ れ て い た 。  

   当 セ ン タ ー の 説 明 に よ る と ， 債 権 者 が 高 齢 の た め 入 院 等 で 不  

  在 が ち で あ る こ と か ら ， 債 権 者 か ら 当 セ ン タ ー に 印 鑑 の 預 か り  

  と 請 求 書 の 作 成 依 頼 が あ り ， 債 権 者 に 代 わ り 請 求 書 を 作 成 し た  

  の ち ， 複 写 し 支 出 の 関 係 簿 冊 に 綴 っ て い た も の で あ る 。  

   印 鑑 の 預 か り や 請 求 書 の 作 成 代 行 は ， 不 適 切 な 行 為 で あ る こ  

  と が 明 白 で あ る 。  

   早 急 に 現 状 を 改 め る と と も に ， 契 約 書 ど お り の 適 切 な 事 務 処  

  理 を 徹 底 す る よ う 心 掛 け ら れ た い 。  

 

 



 5

 (3) 保 健 所 生 活 衛 生 課 動 物 愛 護 ふ れ あ い セ ン タ ー  

  パ ソ コ ン の セ キ ュ リ テ ィ 不 備 に つ い て  

   本 件 は ， パ ソ コ ン の 情 報 セ キ ュ リ テ ィ の 不 備 に つ い て ， こ れ  

  ま で 注 意 を 受 け て い た に も か か わ ら ず ， 改 善 さ れ て い な か っ た  

  事 案 で あ る 。  

   市 で は ， 業 務 上 ， 住 民 情 報 を は じ め と す る 重 要 な 情 報 を 取 扱  

  っ て い る が ， こ れ ら の 情 報 が 流 出 し た 場 合 は 重 大 な 問 題 へ と 発  

  展 す る 可 能 性 が あ る こ と か ら ， 情 報 資 産 の 適 切 な 管 理 等 を す べ  

  く ， 情 報 セ キ ュ リ テ ィ ポ リ シ ー を 定 め て 職 員 の 取 り 組 み を 具 体  

  的 に 示 し ， 実 行 し て い る 。  

   パ ソ コ ン の セ キ ュ リ テ ィ 対 策 で は ， ロ グ イ ン パ ス ワ ー ド （ 以  

  下 「 パ ス ワ ー ド 」 と い う 。） の 文 字 列 は ， 想 像 し に く い も の と  

  し な け れ ば な ら な い と 定 め ら れ て い る 。  

   動 物 愛 護 ふ れ あ い セ ン タ ー で は ， パ ス ワ ー ド に 他 人 が 容 易 に  

  想 像 で き る 文 字 列 を 使 用 し て お り ， 一 昨 年 の 定 期 監 査 で も 同 様  

  の 事 例 が 発 見 さ れ 注 意 を 受 け て い る に も か か わ ら ず ， 改 善 が さ  

  れ て い な か っ た も の で あ る 。  

   当 セ ン タ ー に よ る と ， 該 当 す る パ ソ コ ン は ， 複 数 の 職 員 で 共  

  用 し て い る た め ， パ ス ワ ー ド も 共 用 し や す い も の に 設 定 し て い  

  た と の こ と で あ る が ， 現 状 で の セ キ ュ リ テ ィ 対 策 は 不 十 分 で あ  

  る 。  

   今 一 度 ， 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 管 理 者 を 中 心 に ， 情 報 資 産 の 不 適  

  切 な 管 理 に よ っ て 発 生 し う る リ ス ク を 再 認 識 し ， 管 理 の 徹 底 を  

  図 ら れ た い 。  

 

 (4) 環 境 部 北 部 ク リ ー ン セ ン タ ー ， 会 計 課  

  備 品 の 不 適 正 な 管 理 に つ い て  

   本 件 は ， 同 時 に 多 数 購 入 し た 同 一 備 品 の 不 適 正 な 管 理 手 続 き  

  に よ っ て ， 残 存 す る 備 品 数 に 至 っ た 経 緯 等 を 的 確 に 把 握 し て い  

  な い 事 案 で あ る 。  

   北 部 ク リ ー ン セ ン タ ー が 昭 和 ５ ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 に 2,800,000 

  円 で 購 入 し た １ 人 用 机 １ ６ ０ 台 の 備 品 に つ い て は ， 同 一 の 備 品  

  番 号 で 登 録 し て い る 。  
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   枝 番 で 管 理 し て い る 机 を 廃 棄 処 分 す る 際 に は ， 当 セ ン タ ー が  

  一 定 期 間 分 を ま と め て 会 計 課 に 報 告 し て い る が ， 本 来 ， 備 品 の  

  処 分 に あ た っ て は ， 台 数 と と も に 取 得 価 格 の 減 額 手 続 き が 必 要  

  で あ る 。  

   当 セ ン タ ー で は ， 購 入 台 数 １ ６ ０ 台 に 対 し て 現 存 が 確 認 で き  

  た ９ ４ 台 と の 差 ６ ６ 台 に つ い て は ， こ れ ら 手 続 き を 適 正 に 履 行  

  し て お ら ず ， そ の 経 過 に つ い て も 確 認 が 困 難 な 状 況 と な っ て い  

  る 。  

   こ の 枝 番 に よ る 備 品 の 管 理 方 法 は ， 平 成 ２ ３ 年 度 包 括 外 部 監  

  査 に お い て ， 備 品 台 帳 と 現 物 を 照 合 し た 結 果 が 一 致 せ ず 指 摘 を  

  受 け ， 同 セ ン タ ー と 会 計 課 が 協 議 の う え ， 実 施 し た も の で あ る 。  

   当 該 机 の よ う に ， 同 じ 種 類 の 備 品 を ま と め て 購 入 し た 場 合 に ，  

  枝 番 を つ け て 管 理 す る と い う 規 定 等 は な く ， ま た ， 財 務 規 則 第  

  ２ ７ １ 条 で 「 財 産 管 理 者 は ， 物 品 使 用 に つ い て 使 用 の 必 要 が な  

  く な っ た と き は ， 物 品 返 納 票 に よ り 直 ち に 会 計 管 理 者 等 に 返 納  

  し な け れ ば な ら な い 。」 と 規 定 さ れ て い る こ と か ら も ， 当 セ ン  

  タ ー に お け る 管 理 方 法 と 会 計 課 の 対 応 は 不 適 切 で あ る と 言 わ ざ  

  る を 得 な い 。 ま た ， 当 セ ン タ ー 以 外 に も 購 入 価 格 の 分 か ら な い  

  古 い 備 品 も 数 多 く 見 ら れ る 。  

   備 品 を 含 む 物 品 等 の 管 理 に つ い て は ， 会 計 管 理 者 や 財 産 管 理  

  者 に 対 し ， 再 三 ， 財 務 規 則 に 則 り 適 正 に 管 理 す る よ う 決 算 審 査  

  や 包 括 外 部 監 査 等 で 指 摘 さ れ て き た と こ ろ で あ り ， 会 計 管 理 者  

  は ， 各 財 産 管 理 者 に 対 し て ， 定 期 的 に 備 品 の 管 理 状 況 の 報 告 を  

  求 め ， 現 地 調 査 を 実 施 す る な ど し て ， 備 品 管 理 の 適 正 化 に 努 め  

  て い る 。 今 後 の 一 層 の 取 り 組 み を 期 待 す る も の で あ る 。  

   な お ， 当 該 机 は ， 枝 番 管 理 を 改 め 個 々 に 備 品 番 号 を 付 し ， 購  

  入 価 格 に つ い て も 総 額 を 按 分 し ， 備 品 管 理 票 に 記 録 さ れ た こ と  

  を 確 認 し て い る 。  

 

 (5) 環 境 部 南 部 ク リ ー ン セ ン タ ー  

  附 属 機 関 等 会 議 の 情 報 公 開 の 不 徹 底 に つ い て  

   本 件 は ， 附 属 機 関 で の 会 議 録 の 公 開 の 不 徹 底 に つ い て ,こ れ  

  ま で 注 意 を 受 け て い た に も か か わ ら ず ， 改 善 さ れ な か っ た 事 案  
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  で あ る 。  

   柏 市 附 属 機 関 等 会 議 公 開 等 要 領 第 ６ 条 第 ２ 項 で は ， 会 議 が 公  

  開 に よ り 開 催 さ れ た 場 合 は ， 会 議 録 の 写 し を 行 政 資 料 室 に 配 架  

  す る と と も に ， ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 し ， 一 般 の 閲 覧 に 供 す る も  

  の と し て い る 。  

   本 監 査 に お い て 会 議 等 の 会 議 録 の 公 開 状 況 を 調 べ た と こ ろ ，  

  南 部 ク リ ー ン セ ン タ ー の 所 管 す る 第 二 清 掃 工 場 委 員 会 の 会 議 録  

  が ， ホ ー ム ペ ー ジ に は 掲 載 さ れ て い た も の の ， 行 政 資 料 室 に 配  

  架 さ れ て い な い 状 況 が 見 ら れ た 。  

   当 該 委 員 会 の 会 議 の 公 開 状 況 に つ い て は ， 平 成 ２ ７ 年 度 の 定  

  期 監 査 に お い て 公 開 さ れ て い な い こ と が 確 認 さ れ 注 意 を 受 け て  

  い た も の で ， 改 善 の 取 り 組 み が 十 分 に な さ れ た と は 言 い 難 い 。  

   会 議 録 の 公 開 は ， 市 の 諸 活 動 を 市 民 に 説 明 す る 責 務 を 全 う す  

  る た め の 手 段 と し て ， 適 切 に 実 施 さ れ な け れ ば な ら な い も の で  

  あ る 。  

   当 セ ン タ ー に お い て は ， 関 係 す る 規 定 等 を よ く 理 解 し ， 情 報  

  公 開 を 適 正 に 実 施 さ れ る よ う 心 掛 け ら れ た い 。  

 

  指 摘 事 項 に つ い て は 以 上 の と お り で あ る 。 本 監 査 の 結 果 に 基 づ

き 措 置 を 講 じ た と き は ， そ の 旨 を 速 や か に 監 査 委 員 に 報 告 さ れ た

い 。  

  ま た ， 事 務 処 理 上 改 善 す べ き 軽 易 な 事 項 等 に つ い て は ， 監 査 の

期 間 中 に 口 頭 に よ り 注 意 ， 指 導 を 行 っ た と こ ろ で あ る が ， そ の 他

の 事 務 事 業 は 適 正 に 執 行 さ れ て い る も の と 認 め た 。  

  な お ， 指 摘 事 項 と す る に は 至 ら な い が ， 妥 当 性 に 欠 け ， 改 善 を

要 す る も の 及 び 軽 易 な 又 は 定 型 的 な 誤 り で ， 速 や か に 改 善 が 可 能

と 判 断 し た も の （ 監 査 実 施 ま で に 改 善 さ れ た も の を 含 む ） を 「 注

意 事 項 」 と し て 別 紙 １ に 記 載 す る 。  

  該 当 部 署 は も と よ り ， 全 て の 部 署 に お い て も 内 部 統 制 の さ ら な

る 向 上 に 資 す る た め ， 事 務 の 適 正 な 執 行 に あ た り 参 考 と さ れ た い 。  
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１  行 政 財 産 の 使 用 許 可 に つ い て  

 行 政 財 産 の 使 用 許 可 に 係 る 事 務 処 理 に お い て ， 不 適 切 な 取 扱 い が あ っ た

も の 。  

 (1) 使 用 許 可 書 の 作 成 に お い て ， 使 用 許 可 開 始 日 又 は 使 用 料 額 を 誤 っ て  

  記 載 し て い た も の 。  

  地 域 づ く り 推 進 部 地 域 支 援 課 沼 南 近 隣 セ ン タ ー  

  環 境 部 環 境 サ ー ビ ス 課  

 ( 2)  使 用 許 可 し た 財 産 の 設 備 の 使 用 に よ り 発 生 す る 光 熱 水 費 に つ い て ，  

  決 裁 文 書 に 光 熱 水 費 の 負 担 に 係 る 判 断 が 明 記 さ れ て い な い に も か か わ  

  ら ず ， 実 費 徴 収 を 免 除 し て い た も の 。（ 行 政 財 産 使 用 許 可 取 扱 基 準 ）  

  経 済 産 業 部 公 設 市 場  

 

２  任 意 団 体 の 預 金 管 理 に つ い て  

 市 が 事 務 局 を 担 う 任 意 団 体 の 通 帳 及 び 通 帳 印 が ， 同 じ 場 所 に 保 管 さ れ て

い た が ， 任 意 団 体 の 保 管 金 で あ っ て も 公 金 同 様 に 安 全 に 配 慮 し た 取 扱 い が

求 め ら れ る も の 。  

都 市 部 中 心 市 街 地 整 備 課  

 

３  受 払 簿 に よ る 金 券 等 の 管 理 に つ い て  

 公 費 で 購 入 し ， 郵 便 発 送 等 に 使 用 し て い る 切 手 に つ い て ， 一 部 の 券 種 の

受 払 簿 を 作 成 せ ず ， 適 正 な 管 理 を 怠 っ て い た も の 。  

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局  

 

４  個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 協 定 書 の 締 結 に つ い て  

 個 人 情 報 の 取 扱 い の あ る 業 務 を 請 け 書 に よ り 委 託 契 約 し た に も か か わ ら

ず ， 個 人 情 報 の 取 扱 い を 定 め た 協 定 書 を 締 結 し て い な か っ た も の 。（ 個 人

情 報 保 護 条 例 施 行 規 則 第 ４ 条 ）  

保 健 所 生 活 衛 生 課 動 物 愛 護 ふ れ あ い セ ン タ ー  

 

５  防 犯 灯 補 助 金 に つ い て  

 施 工 業 者 か ら 受 領 し た 請 求 書 の 日 付 が 漏 れ て い た も の 。（ 防 犯 灯 補 助 金

別紙１ 



 9

交 付 規 則 第 ７ 条 ）  

 地 域 づ く り 推 進 部 地 域 支 援 課  

 

６  ふ る さ と 運 動 補 助 金 に つ い て  

 補 助 金 の 交 付 決 定 通 知 書 が 相 手 方 に 交 付 さ れ ず に 担 当 課 の 簿 冊 に 保 管 さ

れ て い た も の 。（ ふ る さ と 運 動 補 助 金 交 付 要 綱 第 ６ 条 ）  

 地 域 づ く り 推 進 部 地 域 支 援 課  

 地 域 づ く り 推 進 部 地 域 支 援 課 永 楽 台 近 隣 セ ン タ ー  

 

７  調 定 及 び 収 入 の 通 知 に つ い て  

 歳 入 を 収 入 し よ う と す る と き は ， 調 定 票 に よ り 調 定 を し な け れ ば な ら な

い と 規 定 さ れ て い る に も か か わ ら ず ， 当 該 調 定 が な さ れ て い な か っ た も の 。  

 ま た ， 納 入 通 知 書 に よ り 納 入 義 務 者 に 通 知 し な か っ た も の 。（ 財 務 規 則

第 ２ ８ 条 及 び 第 ２ ９ 条 ， 第 ３ ３ 条 ）  

  地 域 づ く り 推 進 部 地 域 支 援 課 永 楽 台 近 隣 セ ン タ ー ， 高 柳 近 隣 セ ン タ ー  

  経 済 産 業 部 商 工 振 興 課 ， 農 政 課  

 

８  分 任 出 納 員 の 内 申 書 の 提 出 に つ い て  

 分 任 出 納 員 は ， 会 計 管 理 者 を 経 た 所 属 課 長 の 内 申 書 に 基 づ き 市 長 が 任 免

す る こ と と さ れ て い る が ， 内 申 書 の 提 出 に 著 し い 遅 滞 が あ っ た も の 。（ 財

務 規 則 第 ２ １ ２ 条 第 ２ 項 ）  

地 域 づ く り 推 進 部 地 域 支 援 課 新 田 原 近 隣 セ ン タ ー  

 

９  契 約 関 係 書 類 の 正 確 な 作 成 に つ い て  

 契 約 関 係 書 類 に お い て ， 記 載 内 容 の 誤 り な ど ， 正 確 で は な い 事 案 が 見 ら

れ た も の 。  

 (1) 契 約 書 の 受 注 者 署 名 が ， 受 注 者 で あ る 共 同 事 業 体 で は な く そ の 代 表  

  団 体 の 名 称 と な っ て い た も の 。 ま た ， 一 者 随 意 契 約 理 由 書 に お い て ，  

  契 約 の 相 手 方 の 代 表 者 の 肩 書 き が 誤 っ て い た も の 。  

  地 域 づ く り 推 進 部 協 働 推 進 課  

 ( 2)  契 約 書 と 仕 様 書 の 記 載 内 容 に 一 致 し な い 箇 所 が あ っ た も の 。  

  地 域 づ く り 推 進 部 地 域 支 援 課 沼 南 近 隣 セ ン タ ー  

 ( 3)  契 約 書 に ， 契 約 件 名 が 記 載 さ れ て い な か っ た も の 。  
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保 健 所 保 健 予 防 課  

 

１ ０  設 計 額 の 算 定 に つ い て  

 契 約 事 務 に お け る 設 計 額 （ 概 算 額 ） の 算 定 に 当 た り ， 参 考 見 積 書 と 全 て

一 致 し て い る 案 件 が あ り ， 設 計 力 の 低 下 が 懸 念 さ れ る も の 。（ 契 約 事 務 の

手 引 き ）  

地 域 づ く り 推 進 部 地 域 支 援 課 酒 井 根 近 隣 セ ン タ ー  

 

１ １  公 文 書 の 管 理 に つ い て  

 行 政 財 産 使 用 許 可 に 係 る 申 請 書 及 び 決 議 書 の 所 在 が 確 認 で き ず ， 公 文 書

の 管 理 が 適 正 で な い も の 。  

経 済 産 業 部 農 政 課  

 

１ ２  臨 時 職 員 の 賃 金 支 給 誤 り に つ い て  

 ( 1)  臨 時 職 員 が 正 規 の 勤 務 時 間 外 に 勤 務 し た 時 間 に 対 し て ， 割 増 賃 金 を  

  支 払 わ な か っ た も の 。（ 臨 時 職 員 就 業 規 則 第 ９ 条 ， 臨 時 職 員 採 用 の 手  

  引 き ）  

    ま た ， 臨 時 職 員 が 出 勤 時 に 「 臨 時 職 員 出 勤 簿 」 の 押 印 を 失 念 し て い  

  た に も か か わ ら ず ， 押 印 さ せ る こ と な く 賃 金 を 支 払 っ た も の 。（ 臨 時  

  職 員 採 用 の 手 引 き ）  

  都 市 部 住 宅 政 策 課  

 ( 2)  臨 時 職 員 の 勤 務 日 数 の 算 定 を 誤 り ， 支 出 過 多 と な っ て い た も の 。  

  （ 臨 時 職 員 就 業 規 則 第 ６ 条 ， 臨 時 職 員 採 用 の 手 引 き ）  

地 域 づ く り 推 進 部 地 域 支 援 課 松 葉 近 隣 セ ン タ ー  

 ( 3)  臨 時 職 員 が 正 規 の 勤 務 時 間 外 に 勤 務 し た 事 実 を 把 握 し て い た に も か  

  か わ ら ず ，「 時 間 外 ・ 休 日 勤 務 命 令 簿 」 の 記 載 を 確 認 す る こ と な く 割  

  増 賃 金 を 支 払 っ た も の 。（ 臨 時 職 員 採 用 の 手 引 き ）  

  環 境 部 環 境 サ ー ビ ス 課  

 

１ ３  基 本 的 な 事 務 処 理 の 不 備 に つ い て  

 市 民 か ら の 信 頼 を 確 保 し ， 行 政 の 能 率 的 な 運 営 を 図 る た め に 不 可 欠 で あ  

る 基 本 的 な 事 務 処 理 に つ い て ， 法 令 等 へ の 違 背 が 多 数 の 部 署 で 見 ら れ た た

め ， 注 意 事 項 と し て 記 載 す る こ と に よ り ， 全 て の 部 署 に 対 し て 基 本 的 な 事
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務 の 確 認 を 求 め る も の 。  

 (1) 納 入 通 知 書 等 へ の 会 計 名 ， 科 目 名 又 は 納 期 限 の 記 入 漏 れ （ 地 方 自 治  

  法 施 行 令 第 １ ５ ４ 条 第 ３ 項 ）  

 (2) 見 積 り 合 わ せ に 使 用 さ れ た 見 積 書 の 日 付 漏 れ （ 契 約 事 務 の 手 引 き ）  

 (3) 帳 票 へ の 決 裁 権 者 の 押 印 漏 れ （ 公 文 書 管 理 規 程 第 １ ７ 条 第 １ 項 ）  

 (4) 公 印 使 用 検 印 の 押 印 漏 れ （ 公 印 規 程 第 ８ 条 第 １ 項 ）  

 (5) 帳 票 （ 特 に 出 張 命 令 簿 ） へ の 鉛 筆 の 使 用 （ 財 務 規 則 第 ３ １ ５ 条 ）  

 (6) 帳 票 の 修 正 に お け る 修 正 テ ー プ 等 の 使 用 （ 財 務 規 則 第 ３ １ ３ 条 ， 第  

  ３ １ ５ 条 ）  
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５  意 見  

  本 監 査 を 実 施 し た 中 で ， と く に 留 意 す べ き と 認 め た 事 項 を 意 見

と し て 次 の と お り 付 記 す る 。  

 市 広 報 番 組 の 制 作 に つ い て  

  地 方 分 権 の 進 展 に 伴 い 自 己 決 定 権 が 拡 大 す る 中 ， 広 報 事 業 や 啓  

 発 事 業 等 を 通 じ て ， 市 民 の 理 解 を 得 な が ら ， 持 続 可 能 な 活 力 あ る  

 地 域 づ く り を 進 め て い く こ と が 極 め て 重 要 と な っ て い る 。  

  広 報 広 聴 課 で は ， 広 報 事 業 の 一 つ と し て ， 市 が 持 つ 魅 力 を 発 掘  

 し ， 市 へ の 愛 着 増 進 や 交 流 ・ 定 住 の 促 進 に 貢 献 す る こ と を 目 的 と  

 し た 広 報 番 組 （ こ れ っ て ナ ン ダ イ ！ ？ 市 立 柏 研 Ｑ 所 （ 通 称 「 カ シ  

 ケ ン 」）） の 制 作 に 取 り 組 ん で い る 。  

  平 成 ２ ８ 年 度 （ 平 成 ２ ８ 年 ８ 月 末 現 在 ） に １ ０ 話 を 制 作 し ， ケ  

 ー ブ ル テ レ ビ で の 放 送 の 他 ， ユ ー チ ュ ー ブ 等 で 閲 覧 で き る 環 境 を  

 整 備 し て い る が ， ユ ー チ ュ ー ブ 閲 覧 回 数 は 放 送 開 始 後 １ ヶ 月 間 で ，  

 １ 話 に つ き ， 平 均 で 約 ９ ０ ０ 回 の 状 況 で あ り 市 職 員 数 に も 満 た な  

 い 状 況 で あ る 。  

  広 報 番 組 の 効 果 に つ い て は ， 視 聴 率 の 把 握 に 工 夫 が 必 要 で あ る  

 た め ， イ ン タ ー ネ ッ ト 上 で の 閲 覧 回 数 を 評 価 指 標 と し ， 電 話 に よ  

 る 視 聴 調 査 等 に よ り 番 組 の 認 知 割 合 や 視 聴 割 合 の 把 握 に 取 り 組 ん  

 で い る が ， ケ ー ブ ル テ レ ビ を 使 っ た 広 報 に つ い て の 有 効 な 評 価 方  

 法 を 確 立 す る こ と は ， 事 業 の 改 善 に 必 要 不 可 欠 で あ る 。  

  今 後 ， 広 報 番 組 を は じ め ， 広 報 か し わ や ホ ー ム ペ ー ジ な ど 各 媒  

 体 に 適 し た 内 容 や 情 報 発 信 す る 対 象 な ど ， そ の 特 徴 を 踏 ま え た 効  

 果 的 な 実 施 方 法 に つ い て ， 事 業 の 企 画 ， 実 施 ， 成 果 の 活 用 ， 評 価  

 に 至 る 一 連 の 過 程 を 確 立 し ， 市 の 魅 力 発 信 に 向 け た 広 報 の 充 実 強  

 化 が 求 め ら れ る 。  


